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１ 

平成２４年第４回宇治田原町議会定例会 

議 事 日 程（第１号） 

平成２４年１２月７日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  会期の決定 

 日程第３  諸報告 

 日程第４  報告第４号 公用車事故に係る和解の専決処分の報告について 

 日程第５  議案第６５号 宇治田原町自治功労者の表彰について 

 日程第６  議案第７５号 宇治田原町公平委員会委員の選任について 

 日程第７  議案第７６号 宇治田原町教育委員会委員の任命について 

 日程第８  議案第７７号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第９  議案第７４号 平成２４年度宇治田原町一般会計補正予算（第３号）の専 

              決処分について 

 日程第10  議案第７２号 奥山田浄水場改良工事の工事請負契約の一部変更について 

 日程第11  議案第７３号 宇治田原町営土地改良事業（平成２４年災害復旧事業）の 

              実施について 

 日程第12  議案第６６号 平成２４年度宇治田原町一般会計補正予算（第４号） 

 日程第13  議案第６７号 平成２４年度宇治田原町国民健康保険特別会計（事業勘 

              定）補正予算（第３号） 

 日程第14  議案第６８号 平成２４年度宇治田原町後期高齢者医療特別会計補正予算 

              （第１号） 

 日程第15  議案第６９号 平成２４年度宇治田原町介護保険特別会計補正予算（第２ 

              号） 

 日程第16  議案第７０号 平成２４年度宇治田原町公共下水道事業特別会計補正予算 

              （第１号） 

 日程第17  議案第７１号 平成２４年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第１号） 

 

１．出 席 議 員 

      議 長    １２番  田 中   修  議員 

      副議長     １番  垣 内 秋 弘  議員 
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              ２番  上 林 昌 三  議員 

              ３番  青 山 美 義  議員 

              ４番  安 本   修  議員 

              ５番  今 西 久美子  議員 

              ６番  原 田 周 一  議員 

              ７番  谷 口 重 和  議員 

              ８番  山 内 実貴子  議員 

              ９番  奥 村 房 雄  議員 

             １０番  内 田 文 夫  議員 

             １１番  稲 石 義 一  議員 

 

１．欠 席 議 員     なし 

 

１．地方自治法第１２１条の規定により会議事件の説明のため出席を求めるものは次のと

おりである。 

町 長 奥  田  光  治  君

副 町 長 坊    嘉  宏  君

教 育 長 西  出  維 久 雄  君

総 務 課 長 山  下  康  之  君

理事兼企画・財政課財政課長 野  間  雅  彦  君

企画・財政課企画課長 馬  場    浩  君

会 計 管 理 者 兼

税 務 ・ 会 計 課 長
大  江  輝  博  君

戸 籍 ・ 保 険 課 長 清  水    清  君

福 祉 課 長 奥  谷    明  君

健 康 長 寿 課 長 谷  村  富  啓  君

建設・環境課建設課長 黒  川    剛  君

建設・環境課環境課長 三  好  茂  一  君

産 業 振 興 課 長 木  元  保  男  君

上 下 水 道 課 長 野  田  泰  生  君

教 育 次 長 光  嶋    隆  君
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教 育 課 長 中  辻    正  君

 

１．職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

事 務 局 長 久 野 村  観  光  君

庶 務 係 長 廣  島  照  美  君

────────────────────────────────────────── 
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開  会   午前１０時００分 

○議長（田中 修） 皆さん、おはようございます。 

  それでは、ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、

ただいまから、平成２４年第４回宇治田原町議会定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（田中 修） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、１番、垣内秋弘

君と１１番、稲石義一君を指名いたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎会期の決定 

○議長（田中 修） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。本定例会の会期は本日から１２月１９日までの１３日間にいたし

たいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって会期は本日から１２月１９日までの

１３日間と決しました。 

  会期中の予定については、お手元に配付の定例会日程表のとおりであります。 

────────────────────────────────────────── 

◎諸報告 

○議長（田中 修） 日程第３、諸報告を行います。 

  議長において受理いたしました要望書２件、陳情書１件は、お手元に配付のとおりで

ございます。 

  各議員におかれましては、十分に御高覧いただきますようお願いを申し上げます。 

  これで諸報告を終わります。 

  ここで町長より発言を求められておりますので、これを許します。町長。 

○町長（奥田光治） 皆さんおはようございます。 

  １２月議会定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

  師走に入りまして、暦の上では本日大雪を迎えましたが、偏西風の蛇行によります寒

気が南下し、いよいよ寒さが厳しい冬の到来となってまいりました。議員各位におかれ
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ましては、御健勝にて御活躍のこととお喜びを申し上げますとともに、平素から宇治田

原町政の推進に何かと御理解と御尽力を賜っておりますことに、心から厚くお礼申しあ

げます。 

  本日は、本年最終となります平成２４年第４回宇治田原町議会定例会を招集させてい

ただきましたところ、議員の皆様方には、公私何かとお忙しい中、御参集をいただきま

して、ここに開会できますことを厚くお礼申し上げます。 

  今議会は、先般の町議会改選後、初の定例会となるもので、議員各位におかれまして

はもちろんのこと、私ども行政といたしましても、さらなる町勢の進展に向けまして決

意を新たにしているところでございます。 

  御承知のように、衆議院議員総選挙が去る４日に公示され１６日投開票で、目下、激

しい選挙戦が展開されています。今回の選挙におきましては、既存の政党に加えまして、

数多くの新党が参戦をされています中、選挙後の政党の枠組みが不透明な状況にあると

論評されていますが、急がれる震災復興対策、経済雇用対策、社会保障対策など山積す

る重要課題に対しまして、政局目線ではなく、真に国民目線で的確な対策の打ち出しと、

その実行が強く期待されているところでございます。 

  また、国の新年度予算編成は越年となることが確実視されており、地方自治体の新年

度予算編成や事業執行におくれが生じる可能性が出てきており、地域経済や住民への影

響が懸念されているところであります。 

  そのような中で、国民に一番身近なところで行政を担っております私ども町行政は、

行政の継続性・安定性をしっかりと確保し、住民生活を守り福祉の向上を図るために、

町行政を推進してまいらなければならないと考えております。 

  また、先月には、全国の町村長が一堂に結集し、真の地域主権改革の推進をはじめ、

地方交付税の復元・増額など、８項目について決議し、国会議員や政府関係筋に対しま

して実行運動を行ってまいりましたが、どうか町議会におかれましても、地方六団体と

して連携を強めてまいりたいと思っていますので、今後とも御理解と御尽力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

  今議会に御提案申し上げます議案は、表彰関係１件、予算関係７件、一般議案２件、

人事関係３件、合計１３件であります。 

  それぞれの議案の内容につきましては、後ほど提案説明をさせていただきますが、ど

うかよろしく御審議をいただきまして、御可決、御承認を賜りますようお願いを申し上

げ、開会に当たりましてのあいさつとさせていただきます。 
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○議長（田中 修） ここで暫時休憩をいたします。 

休  憩   午前１０時０６分 

再  開   午前１０時３０分 

○議長（田中 修） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎報告第４号 

○議長（田中 修） 次に、日程第４、報告第４号、公用車事故に係る和解の専決処分の

報告について報告を求めます。町長。 

○町長（奥田光治） 報告第４号、公用車事故に係る和解の専決処分の報告につきまして

は、本年８月２９日午後８時ごろ、京都市中京区烏丸通押小路交差点付近において、本

町公用車に原動機付き自転車が接触し、損害を受けたものです。 

  当事故に関しましては、相手方が交差点を右折しようと急ハンドルを切ったことが原

因によるものであることから、相手方と協議をいたしました結果、本町公用車の損害額

について全額相手方が補償することで和解することとなったものです。なお、相手方に

損害がないことから、本町の損害賠償は発生しておりません。 

  今後とも公用車の安全運転について、さらに徹底を図ってまいりたいと考えておりま

すので、御理解をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 修） これにて報告を終わります。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第６５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（田中 修） 日程第５、議案第６５号、宇治田原町自治功労者の表彰についてを

議題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（奥田光治） 議案第６５号、宇治田原町自治功労者の表彰につきましては、弦川

孝治氏、森田木一氏、青山美義氏、西谷信夫氏並びに今西久美子氏の５氏は、平成

１２年１１月１５日から平成２４年１１月１４日まで１２年間の長きにわたり宇治田原

町議会議員の職をお務めいただきました。そのため、宇治田原町自治功労者表彰条例第

２条第３号の規定により、宇治田原町自治功労者として御表彰申し上げたく、同条例第

３条の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。 

  以上、よろしく御審議賜り、御同意いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 修） 提案理由の説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。
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ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） ないようでございますので、本案に対する質疑を終わります。 

  討論を省略し、これより本案の採決をいたしたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。 

  挙手により採決をいたします。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（田中 修） 挙手全員。よって、本案は原案どおり同意することに決しました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第７５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（田中 修） 日程第６、議案第７５号、宇治田原町公平委員会委員の選任につい

てを議題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（奥田光治） 議案第７５号、宇治田原町公平委員会委員の選任につきましては、

現在の公平委員会委員であります藤永弥氏並びに谷川利明氏の任期が本年１２月２１日

をもって満了となりますことから、両氏を再任いたしたく、地方公務員法第９条の２第

２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

  藤永氏におかれましては昭和５９年１２月から、谷川氏におかれましては平成１２年

１２月から現在に至るまで、本町公平委員会委員として御尽力をいただいておりますが、

両氏とも人格が高潔であり人事行政に関し識見も高く、公平委員会委員として最適任者

でありますことから再任をさせていただきたいと考えております。 

  以上、よろしく御審議賜り、御同意いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 修） 提案理由の説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） ないようでございますので、本案に対する質疑を終わります。 

  討論を省略し、これより本案の採決をいたしたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。 

  挙手により採決いたします。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（田中 修） 挙手全員。よって、本案は原案どおり同意することに決しました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第７６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（田中 修） 日程第７、議案第７６号、宇治田原町教育委員会委員の任命につい

てを議題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（奥田光治） 議案第７６号、宇治田原町教育委員会委員の任命につきましては、

現教育委員会委員であります佐藤美樹氏の任期が本年１２月２０日をもって満了となり

ますことから、その後任者として西川真由美氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第４条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

  平成２０年４月に法律が一部改正され、同法第４条第４項において、委員の任命に当

たっては、委員のうちに保護者である者が含まれるようにしなければならないとされた

ことに伴い、保護者枠としての位置づけのもと任命するものでございます。 

  西川氏におかれましては、現在、維孝館中学校ＰＴＡ副会長として御活躍され、青少

年の健全育成に御尽力をいただいております。保護者として教育に対する識見も高く、

教育委員会委員として最適任者でありますことから、任命をさせていただきたいと考え

ております。 

  以上、よろしく御審議を賜り、御同意をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 修） 提案理由の説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） ないようでございますので、本案に対する質疑を終わります。 

  討論を省略し、これより本案の採決をいたしたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。 
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  挙手により採決いたします。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（田中 修） 挙手全員。よって、本案は原案どおり同意することに決しました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第７７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（田中 修） 日程第８、議案第７７号、人権擁護委員候補者の推薦について議題

といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（奥田光治） 議案第７７号、人権擁護委員候補者の推薦につきましては、現在の

人権擁護委員であります奥村満子氏並びに潮見博司氏の任期がいずれも満了となること

から、潮見氏を再推薦、また、奥村氏の後任に矢野登代子氏を推薦いたしたく、人権擁

護委員法第６条第３項の規定により議会の同意を求めるものです。 

  矢野氏におかれましては、これまで民生委員・児童委員として御活躍された経験から

地域の実情にも精通されており、新たに推薦させていただくもので、潮見氏におかれま

しては、引き続き推薦させていただきたいと考えております。 

  ２名におかれましては、それぞれ人格が高潔にして識見も高く、人権擁護委員として

最適任者であることから推薦をさせていただくものです。 

  以上、よろしく御審議賜り、御同意いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 修） 提案理由の説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） ないようでございますので、本案に対する質疑を終わります。 

  討論を省略し、これより本案の採決をいたしたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。 

  挙手により採決いたします。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（田中 修） 挙手全員。よって、本案は原案どおり同意することに決しました。 
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────────────────────────────────────────── 

◎議案第７４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（田中 修） 日程第９、議案第７４号、平成２４年度宇治田原町一般会計補正予

算（第３号）の専決処分について議題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（奥田光治） 議案第７４号、平成２４年度宇治田原町一般会計補正予算（第

３号）の専決処分につきましては、去る１１月１６日に衆議院が解散され、１２月

１６日を投票日とする第４６回衆議院議員総選挙が執行されることに伴いまして、必要

となる経費について補正予算を計上いたしました。 

  補正額は７６０万円の追加となり、補正後の予算総額を３８億５，０２７万

１，０００円とするものです。 

  歳入では、府支出金７６０万円、歳出では、総務費７６０万円を追加しています。 

  以上、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、専決処分をさせ

ていただきましたので、ここに御報告するものでございます。よろしく御審議を賜り、

御承認をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 修） 提案理由の説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） ないようでございますので、本案に対する質疑を終わります。 

  討論を省略し、これより本案の採決をいたしたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。 

  挙手により採決いたします。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（田中 修） 挙手全員。よって、本案は原案どおり承認することに決しました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第７２号、議案第７３号、議案第６６号～議案第７１号の一括上

程、説明 

○議長（田中 修） 日程第１０から日程第１７まで、議案第７２号、議案第７３号、議
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案第６６号から議案第７１号までの８議案を一括議題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（奥田光治） それでは、ただいま上程されました８議案につきまして御説明申し

上げます。 

  議案第７２号、奥山田浄水場改良工事の工事請負契約の一部変更につきましては、水

道事業の効率的な管理・運営を図る目的で、現在、奥山田簡易水道施設を上水道施設に

統合するための浄水場改良工事を行っています。 

  工事概要につきましては、奥山田浄水場において、前処理ろ過設備設置工事及び既設

電気計装設備の改良を行うもので、当初請負契約は平成２４年１０月２４日に理水化学

株式会社大阪支店と４，５１５万円で締結をしております。 

  今回水質監視強化を目的とした原水濁度計の設置工事とともに、給水能力向上のため

の送水ポンプ改良工事の追加により、変更の請負金額が５，６７２万１，０００円とな

ることから、地方自治法第９６条第１項第５項の規定により議会の議決を求めるもので

す。 

  次に、議案第７３号、宇治田原町営土地改良事業（平成２４年災害復旧事業）の実施

につきましては、本年８月１３日から１４日に発生した京都府南部豪雨により被災した

農地農業用施設について、町営土地改良事業として復旧工事を実施するため、土地改良

法第９６条の４第１項において準用する同法第８８条第１項の規定により議会の議決を

求めるものです。 

  次に、議案第６６号、平成２４年度宇治田原町一般会計補正予算（第４号）につきま

しては、人件費調整のほか、本年８月の京都府南部豪雨により被災した農地農業用施設

及び林業施設に係る災害復旧事業をはじめ、福祉サービス需要の増加に伴う障がい者自

立支援給付等事業費の増額など、早急な対応を必要とする事業を中心に補正するもので

あり、補正額は８，８３０万６，０００円の追加となり、補正後の予算総額を３９億

３，８５７万７，０００円とするものです。 

  まず、第１表、歳入歳出予算補正の歳入について、その主なものを御説明申し上げま

す。 

  町税では、町民税４００万円、固定資産税４３６万９，０００円、合計で８３６万

９，０００円を追加しています。 

  分担金及び負担金では、農地農業用施設災害復旧費分担金２２６万４，０００円、林

業施設災害復旧費分担金３４２万６，０００円、合計で５６９万円を追加しています。 
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  国庫支出金では、障がい者自立支援給付費等負担金９１７万６，０００円、障がい者

自立支援医療費負担金２３３万８，０００円、障がい児施設給付費等負担金１７４万

８，０００円、合計で１，３２６万２，０００円を追加しています。 

  府支出金では、障がい者自立支援給付費等負担金４５８万８，０００円をはじめ、農

地農業用施設災害復旧費補助金９０２万２，０００円、林業施設災害復旧費補助金

１,７１３万２，０００円など、合計で３，２７８万５，０００円を追加しています。 

  寄附金では、社会福祉寄附金２０万円、保健体育寄附金３００万円、合計で３２０万

円を追加しています。 

  町債では、農地農業用施設災害復旧事業債５２０万円、林業施設災害復旧事業債

１，２３０万円、臨時財政対策債６６０万円、緊急防災・減災事業債９０万円、合計で

２，５００万円を追加しています。 

  次に、歳出について、その主なものを御説明申し上げます。 

  民生費では、障がいのある方が利用する介護・医療給付事業をはじめ、本年４月の児

童福祉法改正により新たに市町村事務となった障がい児通所等給付事業など、障がい者

関連の福祉サービス利用が増加していることから、障がい者自立支援給付等事業費

２，７２２万５，０００円を追加するとともに、介護保険特別会計繰出金７３万

３，０００円などを減額し、合計で２，６７３万６，０００円を追加しています。 

  災害復旧費では、京都府南部豪雨災害により被災した施設の早期復旧を図るため、国

庫補助事業に採択された農地農業用施設２１カ所の災害復旧に要する工事経費

１，７１２万円を追加しています。 

  林業災害については、決壊したくつわ池の通行機能を回復する工事をはじめ、事業に

採択された２路線の林道復旧に要する経費を追加するとともに、小規模災害の復旧支援

を図るため、町独自の林道復旧助成事業を実施する経費を新たに追加するなど、合わせ

て３，８２６万７，０００円を追加し、災害復旧費全体で５，５３８万７，０００円を

追加しています。 

  次に、第２表、地方債補正については、災害復旧事業債及び臨時財政対策債について、

起債対象額を増額したため、既定の限度額を増額するとともに、緊急防災・減災事業債

の限度額を新たに追加するものです。 

  次に、議案第６７号、平成２４年度宇治田原町国民健康保険特別会計（事業勘定）補

正予算（第３号）につきましては、人件費の調整のほか、前年度の療養給付費等負担金

の確定に伴う国庫支出金の返還によるもので、補正額は７１８万８，０００円の追加と
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なり、補正後の予算総額を１１億４，１８７万３，０００円とするものです。 

  歳入では、国庫支出金７０５万９，０００円、繰入金１２万９，０００円を追加し、

歳出では総務費１２万９，０００円、諸支出金７０５万９，０００円を追加しています。 

  次に、議案第６８号、平成２４年度宇治田原町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）につきましては、後期高齢者健康診査費の増加見込みにより補正するもので、補

正額は１９１万５，０００円の追加となり、補正後の予算総額を８，５５５万

６，０００円とするものです。 

  歳入では、繰入金を５７万２，０００円減額するとともに、繰越金１４８万

１，０００円、雑入１００万６，０００円を追加し、歳出では、健康保持増進事業費

１９１万５，０００円を追加しています。 

  次に、議案第６９号、平成２４年度宇治田原町介護保険特別会計補正予算（第２号）

につきましては、保険事業勘定において、人件費の調整等により補正するもので、補正

額は７３万３，０００円の減額となり、補正後の予算総額を６億９，２０５万

７，０００円とするものです。 

  歳入では、繰入金を７３万３，０００円減額し、歳出では、総務費で３１万

５，０００円を追加するとともに、地域支援事業費で１０４万８，０００円を減額して

います。 

  次に、議案第７０号、平成２４年度宇治田原町公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）につきましては、人件費の調整のほか、処理場等の修繕費用及び管渠等建設費を

追加するもので、補正額は９１７万９，０００円の追加となり、補正後の予算総額を

５億４，５６０万３，０００円とするものです。 

  まず、第１表、歳入歳出予算補正については、歳入では、国庫支出金１７８万

６，０００円を減額するとともに、繰入金１８１万９，０００円、繰越金１５６万

８，０００円、諸収入４６７万８，０００円、町債２９０万円を追加しています。歳出

では、総務費５５２万９,０００円、公共下水道事業費３６５万円を追加しています。 

  次に、第２表、債務負担行為については、宇治田原浄化センターや郷之口中継ポンプ

場の運転管理委託である処理場施設維持管理費９，３００万円の債務負担行為を設定す

るものです。 

  次に、第３表、地方債補正については、公共下水道事業債について、起債対象額を増

額したため、既定の限度額を増額するものです。 

  次に、議案第７１号、平成２４年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第１号）につ
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きましては、人件費の調整のほか、建設改良費等を追加するものです。 

  まず、収益的収入及び支出については、水道事業費用で７７万４，０００円を追加し、

補正後の予算総額を１億８，８６３万４，０００円とするものです。 

  水道事業費用の営業費用では、配水及び給水費３０万円、総係費２２万９，０００円

を追加しています。また、営業外費用では、消費税２４万５，０００円を追加していま

す。 

  次に、資本的収入及び支出については、資本的収入で８０１万９，０００円を追加し、

補正後の予算総額を７，０３０万８，０００円に、資本的支出で５４５万２，０００円

を追加し、補正後の予算総額を２億５，０３７万９，０００円とするものです。 

  資本的収入では、負担金８０１万９，０００円を追加しています。 

  資本的支出では、建設改良費で固定資産購入費１３５万７，０００円、配水設備改良

費４１５万円を追加するとともに、事務費５万５，０００円を減額しています。 

  以上、よろしく御審議賜り、御可決いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 修） 提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。ただいま議題となりました８議案につきましては、本日は説明に

とどめ、質疑は次回といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって、質疑は次回とすることに決しました。 

  お諮りいたします。本日の日程は全部終了いたしましたので、本日はこれにて散会い

たしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって、本日はこれにて散会することに決し

ました。 

  次回は１２月１１日午前１０時より会議を開きますので、御参集のほどよろしくお願

い申し上げます。 

  なお、本日説明にとどめました議案につきましては、それぞれの関係常任委員会にお

いて十分な審査、調査が行われるよう希望いたします。 

  本日は大変御苦労さまでございました。 

散  会   午前１０時５７分 
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